
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 
平
成
三
十
年
九
月
以
降
、
国
内
に
お
け
る
豚
熱
の
発
生
を
受
け
、
農
林
水
産
省
は
、
都
道
府
県
や
関
係
省
庁
と
連
携
し
、
防

疫
の
基
本
と
な
る
飼
養
衛
生
管
理
の
徹
底
、
予
防
的
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
、
野
生
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
強
化
や
経
口
ワ
ク
チ
ン
散
布

等
を
行
い
、
豚
熱
の
封
じ
込
め
に
向
け
て
対
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一
方
、
ワ
ク
チ
ン
や
有
効
な
治
療
方
法
が
な
い
ア
フ
リ
カ
豚
熱
は
ア
ジ
ア
地
域
で
急
速
に
拡
大
し
、
我
が
国
へ
の
侵
入
の
脅

威
が
一
層
高
ま
っ
て
い
る
。
国
会
に
お
い
て
は
、
家
畜
の
悪
性
伝
染
性
疾
病
の
ま
ん
延
は
我
が
国
畜
産
業
に
深
刻
な
打
撃
を
与

え
る
と
い
う
認
識
の
下
に
、
本
法
律
案
の
提
出
に
先
立
ち
、
当
分
の
間
の
措
置
を
定
め
た
ア
フ
リ
カ
豚
熱
を
予
防
的
殺
処
分
の

対
象
と
す
る
た
め
の
法
整
備
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

豚
熱
を
早
期
に
終
息
さ
せ
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
等
の
悪
性
伝
染
性
疾
病
の
国
内
へ
の
侵
入
を
防
止
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
畜

産
の
振
興
を
図
る
上
で
最
優
先
か
つ
最
重
要
の
課
題
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
政
府
、
都
道
府
県
、
関
係
者
一
体
と
な
っ
て
家
畜

防
疫
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。 

ま
た
、
口
蹄
疫
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
豚
流
行
性
下
痢
、
ヨ
ー
ネ
病
等
の
伝
染
性
疾
病
の
脅
威
が
引
き
続
き
存

在
し
て
お
り
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

よ
っ
て
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

都
道
府
県
が
飼
養
衛
生
管
理
に
係
る
指
導
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
た
め
に
、
都
道
府
県
の
飼
養
衛
生
管
理
指
導
等
計
画

の
策
定
に
つ
い
て
十
分
な
指
導
及
び
助
言
を
行
い
、
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
予
防
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
都
道
府
県
に

よ
る
飼
養
衛
生
管
理
に
係
る
指
導
等
の
取
組
状
況
を
正
確
に
把
握
し
、
的
確
な
指
導
を
行
う
こ
と
。
特
に
、
養
豚
農
場
に
お

け
る
飼
養
衛
生
管
理
の
水
準
が
向
上
す
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。 

二 

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
予
防
及
び
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
に
係
る
国
、
地
方
公
共
団
体
、
家
畜
の
所
有
者
、
関

連
事
業
者
及
び
自
衛
防
疫
団
体
の
相
互
の
連
携
を
強
化
し
、
実
効
性
の
あ
る
防
疫
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
、
協
議
会
を
積



極
的
に
開
催
し
、
そ
の
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
獣
医
師
で
あ
る
家
畜
防
疫
員
の
十
分
な
確
保
な
ど
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。

ま
た
、
人
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
人
獣
共
通
感
染
症
等
の
未
知
の
家
畜
伝
染
性
新
疾
病
の
発
生
に
備
え
、
実
効
性

の
あ
る
防
疫
措
置
の
実
施
、
予
防
法
や
治
療
法
の
開
発
等
が
で
き
る
よ
う
、
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
。 

三 

家
畜
伝
染
病
の
発
生
時
に
お
け
る
適
切
か
つ
迅
速
な
初
動
対
応
を
実
施
す
る
た
め
に
、
家
畜
の
健
康
観
察
に
よ
り
特
定
症

状
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
家
畜
保
健
衛
生
所
に
通
報
す
る
よ
う
、
都
道
府
県
と
連
携
し
つ
つ
、
家
畜
の
所
有
者

そ
の
他
畜
産
業
従
事
者
へ
の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

四 

海
外
か
ら
の
畜
産
物
の
違
法
持
込
み
に
対
す
る
罰
則
強
化
、
当
該
違
反
畜
産
物
の
廃
棄
等
の
家
畜
防
疫
官
の
権
限
強
化
に

つ
い
て
は
、
厳
格
に
運
用
し
摘
発
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
外
国
政
府
、
船
舶
・
航
空
会
社
及
び
旅
行
会
社
等
を
通
じ
て
そ

の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
家
畜
防
疫
官
の
増
員
、
検
疫
探
知
犬
の
増
頭
等
に
よ
り
水
際
検
疫
に
係
る
体
制
の
充
実
・

強
化
を
図
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
口
蹄
疫
や
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
が
海
外
で
ま
ん
延
し
て

い
る
現
状
に
鑑
み
、
そ
の
国
際
的
な
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
、
近
隣
諸
国
と
協
力
し
、
疾
病
情
報
等
の
共
有
を
進
め
る
と
と

も
に
、
防
疫
対
策
の
向
上
を
推
進
す
る
こ
と
。 

五 

野
生
動
物
に
悪
性
伝
染
性
疾
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
遵
守
に
係
る
勧
告
・

命
令
を
含
む
ま
ん
延
防
止
措
置
が
的
確
に
行
わ
れ
る
よ
う
速
や
か
に
都
道
府
県
知
事
に
指
示
す
る
こ
と
。
ま
た
、
野
生
鳥
獣

の
捕
獲
活
動
に
従
事
す
る
者
の
高
齢
化
・
減
少
が
進
む
中
、
野
生
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
養
豚
農
場
へ
の
豚
熱
等
の
侵
入
リ
ス
ク

の
軽
減
及
び
浸
潤
状
況
調
査
の
た
め
、
関
係
者
が
緊
密
に
連
携
し
て
、
戦
略
的
に
そ
の
捕
獲
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
陰
性

が
確
認
さ
れ
た
個
体
の
適
切
な
利
用
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。 

六 

飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
見
直
し
に
よ
る
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
に
係
る
加
熱
処
理
条
件
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
農
場
に
お
け
る

遵
守
は
も
と
よ
り
、
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
者
が
円
滑
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
施
設
の
更
新
に
係
る
低
利
融
資
等
の
支
援
を

行
う
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


